
問 各申し込み先へ

使いやすい施設の維持のために
市有施設の管理者募集

市政に新たな風
副市長に大野氏が就任

　来年４月１日㈮から市有施設を管理する指定管理者を募集。
対象施設は下表のとおりです。申し込みをする法人や団体は、
説明会に参加してください。詳しくは担当課に問い合わせるか、
本市ホームページをご覧ください。

　８月１日付で、大野誠司氏が副市長に就任しました。大野氏は総務省に入職後、総務
省国際協力課国際協力調査官や市政策部情報政策担当部長などを歴任。これまでの
行政経験を生かし、市政の運営に尽力していきます。

　宮城幼稚園は、令和５年
度末で閉園しますが、令和
４年度と令和５年度の新入
園児は引き続き募集しま
す。詳しくは幼児教育セン
ター（☎０２７‐２３０‐９０８９）
へ問い合わせてください。

　

幼
稚
園
や
保
育
所
（
園
）、
認
定
こ

ど
も
園
の
利
用
に
は
、
保
育
の
必
要
性

や
利
用
施
設
に
応
じ
た
保
育
認
定
が
必

要
で
す
。
入
園
・
入
所
申
し
込
み
時
に

認
定
を
受
け
る
た
め
の
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

１
号
認
定
＝
子
ど
も
が
満
３
歳
以
上
で
、

主
に
幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚

園
教
育
を
利
用
す
る
人
（
家
庭
で
保
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
）

２
号
認
定
＝
子
ど
も
が
満
３
歳
以
上
で
、

主
に
保
育
所
（
園
）
や
認
定
こ
ど
も
園

の
保
育
を
利
用
す
る
人
（
就
労
な
ど
で

家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
人
）

３
号
認
定
＝
子
ど
も
が
満
３
歳
未
満
で
、

主
に
保
育
所
（
園
）
や
認
定
こ
ど
も
園

の
保
育
を
利
用
す
る
人
（
就
労
な
ど
で

家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
人
）

● 

幼
稚
園

入
園
資
格
＝
３
・
４
・
５
歳
児
（
平
成

28
年
４
月
２
日
～
平
成
31
年
４
月
１
日

生
ま
れ
。
私
立
は
満
３
歳
児
を
受
け
入

れ
る
園
も
あ
り
ま
す
）。
市
立
は
来
年

４
月
１
日
時
点
で
市
内
在
住
の
人

募
集
人
数
＝
〈
市
立
〉
３
歳
児
、
各
園

60
人
（
抽
選
）。
４
・
５
歳
児
は
欠
員

に
応
じ
て
各
園
で
受
け
付
け
〈
私
立
〉

園
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

申
〈
市
立
〉
９
月
１
日
㈬
～
10
月
15
日

㈮
に
申
込
書
に
記
入
し
、
各
園
へ
直
接

〈
私
立
〉
園
へ
直
接

● 

保
育
所（
園
）・認
定
こ
ど
も
園（
保
育
）

入
所
資
格
＝
市
内
在
住
か
入
所
希
望
月

の
１
日
ま
で
に
本
市
へ
転
入
予
定
で
、

両
親
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
他

に
保
育
を
す
る
人
が
い
な
い
就
学
前
の

児
童
（
来
年
度
中
に
産
休
・
育
休
が
明

け
て
復
職
予
定
の
場
合
も
一
次
募
集
お

よ
び
二
次
募
集
期
間
中
に
申
し
込
み
で

き
ま
す
）。
❶ 

外
で
働
い
て
い
る 

❷
家

で
家
事
以
外
の
仕
事
を
し
て
い
る 

❸

産
前
産
後
８
週 

❹
傷
病
、
心
身
障
害 

❺
同
居
親
族
の
介
護 

❻
求
職
活
動
中 

❼
火
災
な
ど
の
災
害
で
保
育
で
き
な
い 

❽
就
学
中 

❾
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
な
ど

保
育
時
間
＝
保
護
者
の
就
労
時
間
な
ど
に

よ
り
、
８
時
間
か
11
時
間
で
す
。
延
長
で

き
る
園
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
所

（
園
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

● 

一
次
募
集

　
申
込
書
は
各
保
育
施
設
や
保
健
セ
ン

タ
ー
内
子
育
て
施
設
課
、
市
役
所
２
階

25
番
窓
口
、
各
支
所
で
８
月
18
日
㈬
か

ら
配
布
。
入
所
決
定
の
通
知
は
12
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。
希
望
し
た
保
育
施

設
へ
入
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

申 

９
月
１
日
㈬
～
10
月
15
日
㈮
に
申

込
書
に
記
入
し
、
身
分
証
明
書
と
父
母
・

児
童
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
を
持

参
し
、
第
１
希
望
の
保
育
施
設
へ
直
接

● 

二
次
募
集

　
来
年
１
月
４
日
㈫
～
14
日
㈮
を
予
定
。

募
集
す
る
保
育
施
設
は
、
12
月
下
旬
に

子
育
て
施
設
課
や
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

● 

認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
教
育
）

入
園
資
格
＝
３
・
４
・
５
歳
児
（
平
成

28
年
４
月
２
日
～
平
成
31
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）。
満
３
歳
児
を
受
け
入
れ
る

園
も
あ
り
ま
す
。
募
集
人
員
な
ど
は
各

園
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

保
育
時
間
＝
４
時
間
。
延
長
で
き
る
園

も
あ
り
ま
す

申 

９
月
１
日
㈬
か
ら
申
込
書
に
記
入
し
、

身
分
証
明
書
と
父
母
・
児
童
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
分
か
る
物
を
持
参
し
、
各
園

へ
直
接

● 

事
前
見
学

　

一
部
の
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
、

全
て
の
保
育
所
（
園
）
で
見
学
が
で
き

ま
す
。
申
し
込
み
方
法
な
ど
は
各
施
設

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

来
年
４
月
か
ら
市
内
の
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園
へ
通
う
新

入
園
児
や
児
童
を
募
集
し
ま
す
。

来
年
度
の
新
入
園
児
を
募
集
し
ま
す

問 

子
育
て
施
設
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
５

指定管理者募集施設
施設名 説明会日時 説明会会場 募集要項の配布 申し込み

ジョブセンターまえばし ８月 24 日㈫ 10 時 ジョブセンターまえばし ８月 31 日㈫まで市役所産業政策課で ９月８日㈬までに市役所産業政策課
( ☎ 027-898-6985) へ直接

地産地消センター ８月 16 日㈪ 10 時 地産地消センター

８月 31 日㈫まで市役所農政課で ９月７日㈫までに市役所農政課
（☎ 027-898-5841）へ直接富士見農産物加工施設 ８月 16 日㈪ 14 時 富士見農産物加工施設

粕川農産物加工施設 ８月 17 日㈫ 10 時 粕川農産物加工施設

● 

長
寿
犬
表
彰

　
今
年
中
に
満
17
歳
（
大
型
犬
は
満
15

歳
）
に
な
る
犬
を
長
寿
犬
と
し
て
表
彰

し
ま
す
。
昨
年
に
引
き
続
き
表
彰
状
は

郵
送
し
ま
す
。

対 

次
の
全
て
を
満
た
す
犬
（
１
月
１

日
以
降
に
死
亡
し
た
犬
も
含
む
）。 

❶

本
市
で
登
録
が
さ
れ
て
い
る 

❷
平
成

16
年
以
前
生
ま
れ
（
大
型
犬
は
平
成
18

年
以
前
生
ま
れ
） 

❸
平
成
30
年
度
～
昨

年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付

を
受
け
て
い
る
（
獣
医
師
が
発
行
し
た

注
射
を
猶
予
す
る
旨
の
診
断
書
を
提
出

し
た
場
合
を
除
く
） 

❹
大
型
の
雑
種
犬

は
体
高
50
c 以
上
で
あ
る
こ
と
を
所
定

の
様
式
で
動
物
病
院
か
ら
推
薦
さ
れ
て

い
る 

❺
過
去
に
同
表
彰
を
受
け
て
い

な
い

申
込
書
の
配
布
＝
保
健
所
内
衛
生
検
査

課
・
市
内
の
獣
医
師
会
加
入
の
動
物
病

院
で
配
布
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す

申 

８
月
31
日
㈫
ま
で
に
郵
送
で
。
申
込

書
に
記
入
し
衛
生
検
査
課
へ

● 

犬
猫
の
飼
育
で
注
意
す
る
こ
と

　
❶
法
令
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
犬
や
猫

の
健
康
管
理
を
し
て
、
家
族
と
し
て
責

任
を
も
っ
て
生
涯
愛
育
す
る 

❷
ふ
ん

尿
は
必
ず
片
付
け
る 

❸
放
し
飼
い
や

鳴
き
声
な
ど
で
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い 

❹
去
勢
・
不
妊
手
術
を
す
る 

❺
名
札

や
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着
し
て
飼
い

主
が
分
か
る
よ
う
に
す
る 

❻
犬
は
登

録
し
、
年
に
１
回
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
る 

❼
猫
は
室
内
で
飼
う

● 

犬
猫
譲
渡
事
業

　
保
健
所
で
は
、
保
護
し
た
犬
猫
の
新

し
い
飼
い
主
を
募
集
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
譲
渡
対
象
の
犬
猫
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
飼
い
主
に
な
る
に
は
飼
育

方
法
や
関
係
法
令
を
学
ぶ
講
習
会
の
受

講
が
必
須
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

● 

ペ
ッ
ト
の
遺
棄
・
虐
待
は
犯
罪
で
す

　
犬
や
猫
な
ど
を
人
間
の
身
勝
手
な
理
由

で
捨
て
た
り
虐
待
し
た
り
す
る
と
法
律
で

罰
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
目

撃
し
た
と
き
は
、
衛
生
検
査
課
か
管
轄
の

警
察
署
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

愛
犬
愛
猫
も
家
族
の一員
で
す

ペッ
ト
と
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
に

問 

衛
生
検
査
課　

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
７

問 職員課　 ☎０２７‐８９８‐６５０７

市役所　〒371-8601 大手町二丁目12-1　  027-224-1111　  FAX  027-224-30039 広報まえばし　８月号 8時日時　場場所　対対象　￥費用　持用意する物　申申し込み　問問い合わせ


